
 

 

 

 

 

     

◇
宮
司
の
柴
田
で
す
。 
例
年
に
く
ら
べ
て
気
温
が
低

く
、
昨
日
は
、
最
高
気
温
が
、
一
昨
日
よ
り
四
度
も
高

い
よ
う
で
す
が
、
た
い
へ
ん
凌
（
し
の
）
ぎ
や
す
い
、

昨
今
で
す
。 

特
に
、
朝
夕
は
、
ま
さ
に
、
梅
雨
寒
（
つ

ゆ
ざ
む
、
梅
雨
時
期
に
数
日
続
く
季
節
は
ず
れ
の
寒
さ
）

の
折
節
（
お
り
ふ
し
）
で
す
。 

さ
て
、
昨
日
は
、
竹

の
子
島
に
鎮
座
す
る
天
満
宮
の
例
祭
を
御
奉
仕
申
し

上
げ
ま
し
た
。 

四
月
は
、
同
じ
神
社
で
、
金
刀
比
羅

宮
（
こ
と
ひ
ら
ぐ
う
）
の
例
祭
な
の
で
す
が
、
一
つ
の

神
社
で
二
つ
の
神
社
名
を
有
（
ゆ
う
）
す
る
神
社
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

ち
な
み
に
、
彦
島
に
は
、
七

神
社
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

古
（
い
に
し
え
）
彦
島
は
、

「
七
里
七
浦
七
恵
比
須
（
な
な
り
な
な
う
ら
な
え
び

す
）」
と
い
う
縁
起
の
い
い
島
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

島
の
周
囲
が
、
お
お
よ
そ
「
七
里
（
二
十
八
キ
ロ
四
方
）」

で
、
小
さ
な
入
り
江
と
い
う
べ
き
「
浦
」
が
七
つ
で
「
七

浦
」、
そ
し
て
、
恵
比
須
神
社
が
七
社
あ
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。 

現
在
は
、
地
名
と
し
て
「
浦
」
が
残
っ

て
い
る
の
が
、「
江
の
浦
」「
福
浦
」、
海
士
郷
に
「
恵
美

須
神
社
」
が
、
一
社
残
っ
て
い
ま
す
。 

今
、「
御
朱
印

帳
（
ご
し
ぃ
ん
ち
ょ
う
）」
を
持
っ
て
参
拝
さ
れ
る
老
若

男
女
（
ろ
う
に
ゃ
く
な
ん
に
ょ
）
の
皆
様
が
増
え
て 

     

ま
い
り
ま
し
た
。 

早
速
、
私
共
も
、
そ
の
時
流
（
じ

り
ゅ
う
）
に
乗
っ
か
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、「
彦
島

七
社
（
ひ
こ
し
ま
な
な
し
ゃ
）
巡
り
」
の
御
朱
印
帳
ラ

リ
ー
の
提
案
を
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。 

そ
の
七

社
は
、
当
宮
の
「
彦
島
八
幡
宮
」
を
皮
切
り
に
、「
貴
布

禰
神
社
」、「
恵
美
須
神
社
」、「
福
浦
金
刀
比
羅
宮
」、

「
塩
釜
神
社
」、「
田
の
首
八
幡
宮
」、
そ
し
て
、「
竹
の

子
島
金
刀
比
羅
宮
」
の
七
社
で
す
。 

実
は
、
そ
の
七

社
の
な
か
に
も
、
前
述
（
ぜ
ん
じ
ゅ
つ
）
の
「
竹
の
子

島
天
満
宮
」
を
は
じ
め
、｢

貴
布
禰
稲
荷
神
社｣

「福
浦

稲
荷
神
社
」
が
あ
り
ま
す
の
で
、「
彦
島
七
社
」
を
く
ま

な
く
巡
拝
（
じ
ゅ
ん
ぱ
い
）
さ
れ
ま
す
と
、
全
部
で
十

社
の
御
朱
印
を
集
め
る
こ
と
が
、
可
能
（
か
の
う
）
と

な
り
ま
す
。 
さ
ら
に
、
当
宮
に
安
置
さ
れ
て
い
る
、

神
秘
の
石
で
あ
る
「
ペ
ト
ロ
グ
リ
フ
」
の
御
朱
印
や
巌

流
島
（
が
ん
し
ゅ
う
じ
ま
）
に
鎮
座
す
る
「
船
島
神
社
」

の
御
朱
印
も
頂
け
ま
す
。 

縁
起
の
い
い
、
七
ず
く
し

の
神
社
巡
り
を
さ
れ
て
み
ら
れ
た
ら
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。 

当
宮
社
務
所
（
と
う
ぐ
う
し
ゃ
む
し
ょ
）
に

は
、
地
図
と
そ
れ
ぞ
れ
の
簡
単
（
か
ん
た
ん
）
な
由
緒

（
ゆ
い
し
ょ
）
が
書
か
れ
た
チ
ラ
シ
も
お
配
り
し
て
い

ま
す
。 

◇
さ
て
、
天
満
宮
さ
ら
に
天
神
信
仰
（
て
ん
じ
ん
し
ん

こ
う
）
の
発
祥
（
は
っ
し
ょ
う
）
は
、
御
存
知
（
ご
ぞ

ん
じ
）
の
と
お
り
、
太
宰
府
天
満
宮
（
だ
ざ
い
ふ
て
ん

ま
ん
ぐ
う
）
で
す
。 

平
安
時
代
の
前
期
、
右
大
臣
（
う

だ
い
じ
ん
）
で
あ
っ
た
菅
原
道
真
公
（
す
が
わ
ら
の
み

ち
ざ
ね
こ
う
）
は
、
左
大
臣
（
さ
だ
い
じ
ん
）
藤
原
時

平
（
ふ
じ
わ
ら
の
と
き
ひ
ら
）
の
讒
言
（
ざ
ん
げ
ん
）

に
よ
り
失
脚
（
し
っ
き
ゃ
く
）
さ
れ
、
九
州
の
大
宰
府

政
庁
（
だ
ざ
い
ふ
せ
い
ち
ょ
う
）
の
名
目
的
な
長
官
（
ち

ょ
う
か
ん
）
で
あ
る
大
宰
権
帥
（
だ
ざ
い
の
ご
ん
の
そ

ち
）
に
、
左
遷
（
さ
せ
ん
）
さ
れ
ま
し
て
、
延
喜
三
年

（
西
暦
九
〇
三
年
）
に
、
大
宰
府
の
地
で
お
亡
く
な
り

に
な
り
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
こ
の
大
宰
府
の
地
で
愛

児
（
あ
い
じ
、
わ
が
こ
）
を
失
わ
れ
、
左
遷
さ
れ
て
、

僅
（
わ
ず
）
か
二
年
の
短
い
時
間
の
出
来
事
で
、
道
真

公
は
、
享
年
（
き
ょ
う
ね
ん
）
五
十
九
歳
で
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。 

こ
の
道
真
公
を
祀
（
ま
つ
）
る
全
国

に
一
万
二
千
余
社
あ
る
天
神
社
（
て
ん
じ
ん
じ
ゃ
）
の
、

総
本
宮
（
そ
う
ほ
ん
ぐ
う
）
的
存
在
と
い
え
る
の
が
、

前
述
（
ぜ
ん
じ
ゅ
つ
）
の
太
宰
府
天
満
宮
で
あ
り
ま
す
。 

菅
原
道
真
公
は
、
た
ぐ
い
稀
（
ま
れ
）
な
詩
文
（
し
ぶ

ん
、
文
学
的
作
品
等
の
こ
と
）
の
才
に
恵
ま
れ
、
文
書

博
士
（
も
ん
じ
ょ
う
は
か
せ
、
詩
文
と
歴
史
を
教
授
し

た
教
官
）
を
経
て
、
従
二
位
右
大
臣
（
じ
ゅ
に
い
う
だ

い
じ
ん
）
に
ま
で
な
ら
れ
た
朝
廷
の
重
鎮
（
じ
ゅ
う
ち

ん
）
で
し
た
。 

と
こ
ろ
が
、
有
力
氏
族
以
外
の
出
身

で
異
例
の
高
位
高
官
（
こ
う
い
こ
う
か
ん
）
に
進
ま
れ
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た
た
め
に
、
権
門
（
け
ん
も
ん
、
官
位
高
く
権
勢
の
あ

る
い
え
が
ら
）
の
藤
原
氏
に
疎
（
う
と
）
ま
れ
て
、
権

限
の
な
い
大
宰
権
帥
に
左
遷
さ
れ
る
と
い
う
悲
劇
に

見
舞
わ
れ
ま
し
た
。 

都
を
去
る
に
あ
た
ら
れ
て
詠

（
よ
）
ま
れ
た
「
東
風
（
こ
ち
）
ふ
か
ば 

に
ほ
ひ
お

こ
せ
よ 

梅
の
花 
あ
る
じ
な
し
と
て 

春
な
わ
す

れ
そ
」
と
い
う
和
歌
は
、
実
に
名
高
い
も
の
で
す
。 

道

真
公
亡
き
後
の
京
の
都
で
は
、
凶
事
（
き
ょ
う
じ
）
が

多
発
し
ま
し
て
、
道
真
公
の
怨
霊
（
お
ん
り
ょ
う
）
と

騒
が
れ
ま
し
た
。
の
ち
に
朝
廷
は
、
道
真
公
に
、「
正
一

位 

太
政
大
臣
（
だ
い
じ
ょ
う
だ
い
じ
ん
）
と
い
う
極

官
（
ご
っ
か
ん
、
最
高
の
官
位
）
を
追
贈
（
つ
い
ぞ
う
）

さ
れ
ま
し
た
。
道
真
公
は
、「
天
満
大
自
在
天
神
（
て
ん

ま
ん
だ
い
じ
ざ
い
て
ん
じ
ん
）」、
ま
た
、
学
問
の
神
様

と
し
て
崇
敬
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。 

◇
天
神
信
仰
は
、
そ
の
道
真
公
の
猛
々
し
い
怨
霊
の
な

せ
る
業
、「
荒
魂
（
あ
ら
み
た
ま
）」
を
お
慰
め
申
し
上

げ
、
た
ぐ
い
稀
な
詩
文
の
才
に
よ
り
、
私
共
の
行
く
手

を
清
く
正
し
い
道
の
り
へ
と
お
導
き
を
願
う
も
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

昨
日
の
お
祭
り
は
、
そ
の

よ
う
な
思
い
を
込
め
て
御
奉
仕
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

◇
中
国
の
五
経
（
ご
き
ょ
う
）
の
一
つ
で
あ
る
「
易
経

（
え
き
き
ょ
う
）」
に
、「
終
日
（
あ
し
た
」
に
乾
乾
（
け

ん
け
ん
）
夕
（
ゆ
う
べ
）
に
惕
若
（
て
き
じ
ゃ
く
））
と

あ
り
ま
す
。 

朝
に
、「
今
日
も
一
日
頑
張
る
ぞ
」
と
一

生
懸
命
生
き
る
。 

そ
し
て
、
一
日
が
終
わ
る
と
至
ら

ぬ
と
こ
ろ
を
反
省
し
、
明
日
は
今
日
よ
り
も
、
も
っ
と

よ
く
し
よ
う
と
、
前
進
す
る
、
こ
れ
が
、「
終
日
乾
乾
、

夕
惕
若
」
で
、「
朝
に
祈
り
夕
べ
に
感
謝
」
と
い
う
敬
神

生
活
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

い
よ
い
よ
夏
本
番

と
な
り
ま
す
が
、
田
の
首
八
幡
宮
、
六
連
島
八
幡
宮
、

恵
比
須
神
社
、
そ
し
て
、
当
宮
の
夏
越
祭
が
、
今
月
の

二
十
一
日
よ
り
三
十
一
日
ま
で
斎
行
（
さ
い
こ
う
）
予

定
で
す
。 

一
つ
一
つ
の
お
祭
り
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、

真
心
込
め
て
、「
終
日
乾
乾
、
夕
惕
若
」
の
心
意
気
で
御

奉
仕
申
し
上
げ
ま
す
。 

御
自
愛
く
だ
さ
い
。 

◇
七
月
の
祭
典
行
事
会
議
等
活
動
予
定
並
び
に
報
告 

▼
月
次
祭 

＊
七
月
一
日
、
十
五
日 

▼
六
連
島
七
社
祭 

＊
七
月
九
日 

▼
海
上
自
衛
隊
敷
設
艦
む
ろ
と
参
拝 

＊
七
月
十
二
日 

▼
竹
の
子
島
天
満
宮
例
祭 

＊
七
月
十
五
日 

▼
ヒ
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
マ
リ
ン
ブ
ー
チ
海
開 

 
＊
七
月
十
五
日 

▼
朝
粥
会 

＊
七
月
二
十
一
日 

▼
夏
越
祭 

 

◆
田
の
首
八
幡
宮 

＊
七
月
二
十
一
日 

 

◆
六
連
島
八
幡
宮 
＊
七
月
二
十
五
日 

 

◆
彦
島
八
幡
宮 

 

 

■
前
夜
祭 

 

＊
七
月
二
十
九
日 

 

■
御
神
幸
祭 

＊
七
月
三
十
日 

■
海
士
郷
恵
美
須
神
社 

＊
七
月
三
十
一
日 

 

▼
八
幡
宮
関
係
団
体 

 
 

◆
敬
神
婦
人
会
清
掃
奉
仕
作
業 

＊
七
月
二
十
一
日 

 
 

◆
と
こ
わ
か
奉
納
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会 

 
 
 

＊
七
月
二
十
一
日 

◆
奉
賛
会
茅
の
輪
奉
製
作
業 

＊
七
月
二
十
七
日 

 

▼
山
口
県
神
社
庁
、
同
下
関
支
部
関
係 

 
 

◆
下
関
支
部
即
位
奉
祝
大
会
準
備
会
議 

 

＊
七
月
四
日 

 
 

◆
山
口
県
神
社
庁
御
代
替
特
別
対
策
委
員
会 

◆
山
口
県
神
社
総
代
会
役
員
会 

◆
山
口
県
神
社
庁
役
員
会 

 

＊
七
月
十
一
日 

◆
山
口
県
神
社
庁
支
部
長
事
務
局
長
会
議 

◆
山
口
県
八
幡
宮
会
総
会 

 

＊
七
月
十
二
日 

◆
山
口
県
神
社
庁
教
化
委
員
会 

＊
七
月
十
六
日 

 

 
 

◆
山
口
県
神
社
庁
神
職
養
成
講
習
会 

■
開
講
式 

＊
七
月
二
十
四
日 

■
神
社
神
道
概
説Ⅰ

講
義
（
一
コ
マ
五
十
分
） 

＊
七
月
二
十
六
日
、
二
十
七
日 

※
六
コ
マ 

 

▼
教
誨
活
動
、
美
祢
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー 

 
 

◆
集
合
教
誨
（
男
子)  

＊
七
月
八
日 

 
 

◆
集
合
教
誨
（
女
子
） 

＊
七
月
二
十
九
日 

 

▼
下
関
西
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ 

◆
例
会 

＊
七
月
三
日
、
十
日
、
十
七
日
、
二
十
四
日
、

三
十
一
日 

◆
理
事
会 

＊
七
月
十
日
、
三
十
一
日 

◆
市
内
五
Ｒ
Ｃ
会
長
幹
事
会 

＊
七
月
十
六
日 

 

▼
そ
の
他 

 
 

◆
倫
理
法
人
会
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー 

＊
七
月
四
日 


